
前回環境審議会以降の変更点について
資料①

該当箇所 ページ 会 議 ご意見 変更点

「目次」 目次 本部会議
インデックスの色の数が多すぎて見にくい。 本文中に示す分類ごと（Ｐ６参照）に色を統一し，全部で５色

とした。

「第１章」
５ 対象期間

4 本部会議

対象期間について，総合計画と改定時期を合わせる
ため対象期間を７年間と提案した。
⇒議会における過去の質疑経過や，市の諸計画との
整合性から，前回の計画同様の１０年間でいいので
は。

対象期間を１０年間とした。

「第３章」
目標の実現に向けて

- 本部会議
第３章のページ構成を説明した内容だが，次ページ以
降の各項にも説明があるため不要では。

ページを削除した。（以下の項番を２ページずつ繰り上げる）
※前回配布計画書ではP７・８に該当

本部会議

表中「主体」欄において，市民・事業者・市に「○」表示
しているが，実施の主体や関係する（参加する）主体等
様々であるはずなので，精査して主体を「◎」，「○」で
使い分けてもいいのでは。

施策を主に実施する主体を「◎」，施策に関連（協力，参加，
共催等）する主体を「○」で示し，また，「施策」の内容につい
ても主体者（◎）の視点からの記述に整えた。

審議会

各節ごとの「１施策の方向と施策」表中の「施策（取
組）」欄や「■環境配慮事項」の内容において，市民や
事業者が市のイベンや活動に「参加」「協力」する等の
表現があるが，受動的に関わるような記述ではなく，能
動的・主体的に関わるような記述にするべきである。

主体者からの視点を主に，特に市民や事業者も能動的・主体
的に関わるような記述に修正した。

（例）Ｐ８■環境配慮事項
（市民）「○…イベントに参加します」→「…イベントを通じて，
自然環境について学びます」
（事業者）「○…活動に協力します」→「…活動を行います」

「第３章」
第１節
これまでの主な取組

9 所管事務調査

継続的に実施されてきた「ASHIYAどんぐり大作戦」に
ついての記述が無いが，多くの参加者がある事業であ
り，ぜひ含めるべきではないか。

「第１節　自然環境を守る」の「これまでの主な取組　（３）人と
自然とのふれあいの場の保全」の記述の中に，「ASHIYAどん
ぐり大作戦」について，その事業目的とともに，記述を追加し
た。

7-26
「第３章」
第１節～第５節
（全般）



前回環境審議会以降の変更点について
資料①

該当箇所 ページ 会 議 ご意見 変更点

幹事会
芦屋市の環境マネジメントシステムの取組についても
触れるべきでは。

「これまでの主な取組」の記述の中に，「芦屋市環境マネジメ
ントシステムの策定・運用」についての記述を追加した。

所管事務調査

「芦屋わがまちクリーン作戦」については，Ｐ１９「（３）ま
ちなみの美化」で触れられている程度にとどまっている
が，もっと記述すべきこともあるのでは。

「基本目標Ⅱ目指すべき環境を共に創る」の「これまでの主な
取組」の記述の中に，「芦屋わがまちクリーン作戦」について，
その実施目的に沿った箇所に記述を追加した。

「第４章」
２ 推進プログラム
環境づくり推進会議

31 本部会議

ページ下段の項目「環境づくり推進会議」について，ま
るで環境づくり推進会議が計画を推進するかのような
記述であるので，表現を改めては。

「環境づくり推進会議」の箇所について，新たに「２）推進プロ
グラムを実施するために」と項目をたて，環境づくり推進会議
が計画推進の中間的な支援や協力を担うとの趣旨の記述に
修正した。
　付随して「２）推進フロー」を「３）推進フロー」と変更した。

「第４章」
２ 推進プログラム
２）推進フロー

32 本部会議

フロー図に示されている各主体（下欄外に色分け表
示）において，それぞれが事業を進めていくのか？進
捗管理は市が行うのか？主体の意味が分かりにくい。

本フローにおいては“施策ごとの各主体の関わり”を色分けで
示したものであることから，その旨を示すため，説明文中に，
「各主体が実施する取組について，色分けにより最終的な役
割分担を示し，」という記述を追加した。

「第４章」
３ 計画の進行管理
３）総合的な評価方法

34 事務局

「３）総合的な評価方法」の記述の中に，（計画期間が７年から
１０年に変更したことを受けて）「さらに，毎年の評価と見直し
に加えて，５年後の平成３１年度にアンケートを実施するな
ど，それまでの５年間における本計画の基本目標達成に向け
た進捗状況について，中間評価を行います。」という記述を追
加した。

「資料編」
目次

資料編
目次

・「３　パブリックコメントの実施結果」及び「４　諮問・答申」を
項目として追加。（以下の項番を２ページずつ繰り下げる）

所管事務調査 委員名簿において，岸委員の肩書が誤っている。 確認のうえ，岸委員の肩書を「幹事」から「理事」に修正した。

事務局

計画策定期間中の平成２６年１１月１日付で，任期満了に伴う
委員の改選があり，一般社団法人芦屋青年会議所の「大塚
康彦委員」が「乾久晴委員」に交代されたため，その旨を
「注：」として挿入した。

「資料編」
６ 関係部・課一覧

資-21 幹事会

道路課の無電柱化事業が「芦屋らしい景観を守り育て
る」，公益灯のLED化が「次の世代のためにエネル
ギーを有効に使う」に該当する。

道路課の当該項目を該当ありと変更した。

「資料編」
３ 審議会・委員会等名
簿

30

資-10

「第４章」
基本方針Ⅱ
これまでの主な取組



資料② 

 

 

第３次芦屋市環境計画（原案）に係る市民意見募集結果について 

 

 

１ 意見募集について 

（１）周知方法  

  ○平成２６年１２月１５日号広報紙及び市ホームページにより周知 

 

（２）閲覧期間及び閲覧場所 

  ○平成２６年１２月２５日（木）～平成２７年２月９日（月） 

  ○市役所北館１階行政情報コーナー・ラポルテ市民サービスコーナー 

   ・市ホームページ 

 

（３）募集期間及び提出方法 

  ○平成２７年１月７日（水）～２月９日（月） 

  ○環境課窓口へ持参又は同期間内に郵送・ファクス・Ｅメールの 

いずれかで提出 

 

 

２ 募集結果について 

  意見はありませんでした。 

 

 

 

 


